
「教科用図書の補完教材に関する指示事項（通知）」に対する見解 

 

２０１３年９月３０日 

大阪府立高等学校教職員組合  

 

 府教委は、８月３０日の教育委員会会議で「条件付き採択」とした実教出版の日本史教科書に関わって、９月

２７日付で、府立高校の校長・准校長あてに「教科用図書の補完教材に関する指示事項（通知）」を発出しました。 

 「通知」は、当該の教科書を使用する生徒全員に、府教委が作成した「補完教材」を配布した上で、教員が「そ

れを使用し、その内容に従って指導を行うこと」を求めるものとなっています。また、全クラスでの授業終了後

に「確認報告書」の提出を求め、「学年・組」「実施日時」「担当者」を報告させ、１２月末に中間集計を行うとし

ています。 

 これは、行政が教育内容にまで踏み込んで、教育を不当に支配しようとするものであり、あってはならない権

力による介入です。 

 

 第１に、そもそも、どのような教科書・教材を使うかは、直接教育を行う学校現場で、教職員が論議を通じて

決定すべきことであり、学校が選定した教科書について、行政がそれを不採択としたり、採択に条件をつけたり

すること自体が不当です。 

 ＩＬＯ・ユネスコの教員の地位勧告（１９６６年）が、第６１項で「教員は生徒に最も適した教材及び方法を

判断するための格別の資格を認められたものであるから、承認された計画の枠内で、教育当局の援助を受けて教

材の選択と採用、教科書の選択、教育方法の適用などについて不可欠な役割を与えられるべきである」としてい

ることからも明らかです。 

 

 第２に、教科書のどの部分をどのように使って授業をするか、どのような副教材を用いるか、具体的にどのよ

うに授業を進めるかなどは、もっぱら教職員の専門性に委ねられている事柄です。学校教育法第３７条は「教諭

は…教育をつかさどる」とし、「命令による教育」を排し、教育内容に関わる学校現場の自主的権限について明定



しています。これに対して教育行政が、教科書の特定の箇所を取り上げ、副教材の使用や指導内容、指導方法に

ついてまで具体的に指示し、「確認報告」を求めるなどは、こうした教育の条理を逸脱するものであり、学習指導

要領をも踏み越えるものです。 

 また、府立高校の生徒の状況は各校ごとにさまざまであり、教職員は、日頃から目の前の生徒に応じた最適の

方法について研究を深め、工夫しながら授業を行っています。一律的な授業の実施を求めることは、学校の教育

課程編成権限を侵すものであり、生徒の「適切な授業を受ける権利」をも奪うことになります。 

 

 第３に、府教委が示した「補完教材」は、国歌斉唱時の起立斉唱に関わる「職務命令の合憲性」のみを一面的

に強調するものとなっており、不適切です。 

 「補完教材」が取り上げている最高裁判決（２０１２年１月１６日）は、職務命令については合憲とした上で、

１名の停職処分、１名の減給処分について「処分の選択が重きに失するものとして社会通念上著しく妥当を欠き、

懲戒権者としての裁量範囲を超える」として取り消しを命じた判決であり、「減給以上の処分については本件事案

の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」と、処分の過重化に歯止めをかけたものです。これは、当時、社会的に

問題となっていた大阪府の条例なども視野において、命令と処分による強制の方向に、司法として歯止めをかけ

ようとしたものです。 

 また、これに先だつ２０１１年５月３０日の最高裁判決では「思想及び良心の自由についての間接的な制約と

なる面があることは否定し難い」と述べられていること、その他の最高裁判決も含めて裁判官から多数の「反対

意見」「補足意見」が付され、思想良心の自由について慎重に配慮すべきことが表明されていることについて、「補

完教材」が一切触れていないことも問題です。 

 

 以上の点から、府高教は、府教委に対し、「通知」の撤回と、「補完教材」の押しつけを行わないことを求める

とともに、引き続き、教育への不当な介入を許さないたたかいに、全力をあげるものです。 

 

以上 


